
平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
日
受
領

答

弁

第

二

三

四

号

内
閣
衆
質
一
七
六
第
二
三
四
号

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
日

内
閣
総
理
大
臣

菅

�

人

衆

議

院

議

長

横

路

孝

弘

殿

衆
議
院
議
員
馳
浩
君
提
出
司
法
修
習
生
へ
の
給
与
制
の
一
年
間
延
長
措
置
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。



衆
議
院
議
員
馳
浩
君
提
出
司
法
修
習
生
へ
の
給
与
制
の
一
年
間
延
長
措
置
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
裁
判
所
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
六
十
四
号
。
以
下
「
一
部
改
正
法
」
と
い
う
。

）
に
お
い
て
は
、
平
成
二
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
暫
定
的
に
、
司
法
修
習
生
が
そ
の
修
習
に
専
念
す
る
こ
と
を

確
保
す
る
た
め
の
資
金
を
国
が
貸
与
す
る
制
度
を
停
止
し
、
司
法
修
習
生
に
対
し
給
与
を
支
給
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

最
高
裁
判
所
に
お
い
て
は
、
一
部
改
正
法
の
施
行
に
よ
り
、
司
法
修
習
生
手
当
及
び
国
家
公
務
員
共
済
組
合
負
担
金
と
し

て
、
平
成
二
十
二
年
度
に
約
二
十
六
億
円
、
平
成
二
十
三
年
度
に
約
七
十
億
円
、
平
成
二
十
四
年
度
に
約
三
億
円
の
合
計
約

九
十
九
億
円
の
経
費
が
必
要
と
な
る
と
見
込
ん
で
お
り
、
平
成
二
十
二
年
度
予
算
に
お
い
て
増
額
が
必
要
と
な
る
経
費
は
、

裁
判
所
の
他
の
予
算
を
流
用
す
る
こ
と
に
よ
り
確
保
す
る
こ
と
を
検
討
し
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

「
裁
判
所
法
の
改
正
に
関
す
る
件
」
（
平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
十
四
日
衆
議
院
法
務
委
員
会
決
議
。
以
下
「
決
議
」
と

い
う
。
）
は
、
政
府
に
対
し
、
平
成
二
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
「
個
々
の
司
法
修
習
終
了
者
の
経
済
的
な
状
況
等

一



を
勘
案
し
た
措
置
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
」
に
つ
い
て
格

段
の
配
慮
を
求
め
て
お
り
、
政
府
と
し
て
は
、
決
議
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
適
切
に
対
応
し
て
ま
い
り
た
い
。

四
に
つ
い
て

決
議
は
、
政
府
に
対
し
、
「
法
曹
の
養
成
に
関
す
る
制
度
の
在
り
方
全
体
に
つ
い
て
速
や
か
に
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果

に
基
づ
い
て
順
次
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
」
に
つ
い
て
格
段
の
配
慮
を
求
め
て
お
り
、
政
府
と
し
て
は
、
決
議
の
趣
旨

を
踏
ま
え
、
適
切
に
対
応
し
て
ま
い
り
た
い
。

二


